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日時：令和８年７月１１日(土)午前１０時４５分～ 



千葉県支部総会次第 

 

 
１ 開会のことば 

２ 支部長あいさつ 

３ 議長選出 

４ 議 事 

第１号議案 令和７年度事業報告について 

第２号議案 令和７年度収支決算報告及び会計監査報告について 

第３号議案 令和８年度事業計画（案）について 

第４号議案 令和８年度予算（案）について 

第５号議案 令和８年度役員（案）について 

５ 新支部長挨拶及び新役員紹介 

６ 閉会のことば 

 

 
 

今年度の総会資料は、費用逓減のため、デジタル

配信しています。総会当日は紙の資料を配付いた

します。 

 

 



 

第１号議案 

令和７年度事業報告 
【支 部】                     令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

月 日(曜日) 主催 会 議 等 名 場   所 内   容 

４ １９(土) 支部 定例会 船橋市中央公民館 ４県合同新入会員説明会資料発送 

５ １０(土) 支部 
４県合同 
新入会員説明会 

大学 説明会、学内ツアー 

６ １４(土) 支部 新入会員交流会 船橋市勤労市民センター 新入会員と役員の交流会 

６ １４(土) 支部 定例会 船橋市勤労市民センター 定期総会資料印刷、発送 

７ １２(土) 支部 定期総会 船橋市中央公民館 定期総会、役員引継ぎ 

８  ９(土) 支部 オンライン会議 オンライン 地域別教育懇談会 

８ １１(祝) 支部 会員交流会 木更津「網元つぼや」 「すだて漁」⇒悪天候のため中止 

９ ７(日) 支部 地域別教育懇談会 新松戸：(株)パトリオット社屋  

１０  ２５(土) 支部 学園祭ツアー 大学 大学職員の案内による学園祭ツアー 

１１ ２２(土) 支部 定例会 船橋市中央公民館  

１２ ２０(土) 支部 オンライン会議 オンライン 新年会、広報「わかしお」 

２   ７(土) 支部 新年会 東京天然温泉 古代の湯 会員交流 

※広報誌「わかしお」は、6 月号と 12 月号を発行 

 

【本 部】 

月 日(曜日) 主催 会 議 等 名 場   所 内   容 

５ ２５(日) 本部 定期総会/理事会 大学  

６ 

 ２(土) 本部 
新役員と大学執行
部との顔合わせ 

大学近郊  

２１(土) 本部 新任理事研修会 大学 学食体験、キャンパスツアー 

２２(日) 本部 
役員会/支部連絡
協議会 

大学、大学近郊で懇親会 支部状況報告、課題相談 

９ ２７(土) 本部 
サービスセンター
連絡協議会 

大学 大学、学生、理事会合同協議 

１０  ５(日) 本部 地域別教育懇談会 大学 全国支部合同開催 

１１ 
１５(土) 本部 

役員会/支部連絡
協議会 

大学  

１６(日) 本部 
特別事業委員会/
理事会 

大学  

１ １１(日) 本部 新春懇親会 明治記念館 工友会、宮代会との交流会 

２ ２２(日) 本部 
役員会/理事会/特
別事業委員会 

大学 総会議事案検討 

４ １２(日) 本部 
監査/役員会/理事
会/銓衡委員会 

大学 総会議事案決議 

  

 

 



 

第２号議案 

令和７年度収支決算書 
                   令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

科             目 
A 令和 7 年度 

予算 
B 執 行 額 

C 差 額 
(C=B-A) 

摘  要 

収入の部 
１．会 費 
２．本部助成金 
３．行事負担金 
４．その他 
５．定期預金等取崩収入 
６．前年度繰越金 

 
30,000 

887,000 
240,000 
10,000 

0 
1,959.517 

 
34,000 

821,700 
162,000 
10,928 

0 
1,959,517 

 
4,000 

-65,300 
-78,000 

928 
0 
0 

 
新会員 62 名･既存会員･賛助会員 
活動補助、通信費補助、地懇助成 
行事個人負担金(地懇,新年会) 
祝儀・利息等 
 
令和６⇒７年度繰越金 

収 入 合 計 3,126,517 2,988,145 -138,372   

支出の部 
運営費 
１．会議費 
２．会議旅費 
３．事務費 
４．印刷費 
５．通信費 
６．渉外費 
７．特別運営費 

 
事業費 
７．総会費 
８．教育相談費 
９．新入会員説明懇談会費 
10．会報発行費 
 11．会員交流会費 

  12．周年事業 
13．周年事業積立金 

  14．会費返金 
  15．定期預金等取崩支出 
 
予備費 

 
390,000 

 
289,654 

C=A-B 
100,346 

 

40,000 
180,000 
100,000 
20,000 
40,000 
10,000 

0 
 

896,820 

10,158 
141,500 
91,577 
17,770 
10,153 
18,496 

0 
 

780,274 

29,842 
38,500 
8,423 
2,230 

29,847 
-8,946 

0 
 

69,726 

役員会会議室料・資料コピー代等 
役員交通費補助 
ホームページ運営費、事務用品代等 
封筒等印刷代 
葉書・振込手数料等 
関係団体渉外費、慶弔費 
災害義援金 

70,000 
400,000 
50,900 

0 
150,000 

0 
0 

225,920 
0  

77,571 
362,489 
34,858 

0 
168,820 

0 
0 

215,840 
0 

-7,571 
37,511 
16,042 

0 
-18,280 

0 
0 

10,080 
0 

会場費・資料印刷代・葉書代等 
会場費・送料・資料代・昼食代等 
案内資料印刷代等 
会報印刷代・送料 
新年会、支部交流会 
 
普通預金から定期預金への振替 
会費減額及び退学者への返金  

1,839,697 1,839,453 244 令和７⇒８年度繰越金 

支 出 合 計 3,126,517 2,988,145 138,372   

収 支 合 計 0 0 0   

 

貸借対照表 
特別会計 

資産の部 負債・正味財産の部 

１ 振込口座残高 \39,000 ５ 未払金 \0 ７ 周年事業積立金 \800,000 

２ 普通預金 \700,453 ６ 正味財産 \1,839,453   

３ 定期預金 ¥1,100,000     

４ 現  金 \0     

※定期預金は繰越金、予備費に合算し、周年事業積立金は貸借対照表から除外しています。 

会 計 監 査 報 告 

令和７年度の会計について（帳簿・領収書・通帳）等を照合し，厳正なる監査の結果適正
であることを認めます。 

令和 ８年 ５月 ３１日 

会計監査 
 

 

 



 
第３号議案 

令和８年度事業計画（案） 
【支 部】                     令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

月 日(曜日) 主催*) 会 議 等 名 場   所*＊) 内   容 

４ １８(土) 支部 定例会 船橋市東部公民館 
４県合同新入会員説明会資料
発送 

５ ９(土) 支部 
４県合同 
新入会員説明会 

大学 説明会、学内ツアー 

５ ２３(土) 支部 オンライン会議 オンライン 就職セミナー 

６ １３(土) 支部 就職セミナー 船橋市勤労市民センター  

７ １１(土) 支部 定期総会 船橋市東武公民館 
定期総会、役員引継ぎ、広報
「わかしお」発行 

７ １８(月) 支部 会員交流会 木更津「網元つぼや」 「すだて漁」体験 

９ １３(日) 支部 地域別教育懇談会 調整中 成績、進級、就職相談 

１１ ２１(土) 支部 定例会 調整中 
新年会案内、 
広報「わかしお」発行 

１２ ２０(日) 支部 オンライン会議 オンライン  

１ １６(土) 支部 定例会、新年会 東京天然温泉 古代の湯 新年度計画検討、会員交流 

２ ２３(火) 支部 オンライン会議 オンライン 後援会本部理事会報告共有 

 

【本 部】  

月 日(曜日) 主催*) 会 議 等 名 場   所*＊) 内   容 

５ ２４(日) 本部 定期総会/理事会 大学  

６ 

７(日) 本部 
新役員と大学執行
部との顔合わせ 

大学近郊  

２０(土) 本部 新任理事研修会 大学 学食体験、キャンパスツアー 

２１(日) 本部 
役員会/支部連絡
協議会 

大学、大学近郊で懇親会 支部状況報告、課題相談 

１０ ４(日) 本部 地域別教育懇談会 大学 千葉は 9/13 地元で開催 

１１ 
１４(土) 本部 

役員会/支部連絡
協議会 

大学  

１５(日) 本部 
特別事業委員会/
理事会 

大学  

１ １０(日) 本部 新春懇親会 未定（前回は明治記念館） 工友会、宮代会との交流会 

２ ２１(日) 本部 
役員会/理事会/特
別事業委員会 

大学 総会議事案検討 

４ １１(日) 本部 
監査/役員会/理事
会/銓衡委員会 

大学 総会議事承認、次期役員承認 

＊）予定は、変更／中止になる可能性があります。 

＊＊）会場は、人数等の都合により変更になる可能性があります。 

念のため、何れも、各行事についてはホームページでご確認ください。 



 
第４号議案 

令和８年度予算（案） 
                令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

貸借対照表 
特別会計 

資産の部 負債・正味財産の部 

１ 振込口座残高 \5,000 ５ 未払金 \0 ７ 周年事業積立金 \800,000 

２ 普通預金 \556,473 ６ 正味財産 \1,661,473   

３ 定期預金 ¥1,100,000     

４ 現  金 \0     

 

科             目 
A 令和 7 年度

予算 
B 令和 8 年度
予算(案) 

C 差 額 
(C=B-A) 

摘  要 

収入の部 
１．会 費 
２．本部助成金 
３．行事負担金 
４．その他 
５．定期預金等取崩収入 
６．前年度繰越金  

 
30,000 

887,000 
240,000 
10,000 

0 
1,959,517 

 
30,000 

803,700 
160,000 
10,000 

0 
1,839,453 

 
0 

-83,300 
-80,000 

0 
0 

-120,064 

 
新会員 65 名･既存会員･賛助会員 
活動補助、通信費補助、地懇助成 
個人負担金（地懇懇親会、新年会） 
祝儀・利息等 
 
令和７⇒８年度繰越金 

収 入 合 計 3,112,393 2,843,153 -283,364  

支出の部 
運営費 
１．会議費 
２．会議旅費 
３．事務費 
４．印刷費 
５．通信費 
６．渉外費 
７．特別運営費 

事業費 
８．総会費 
９．教育相談費 
10．新入会員説明懇談会費 

11．会報発行費 
 12．会員交流会費 

  13．周年事業 
14．周年事業積立金 

  15．会費返金 
16．定期預金等取崩支出 
 

予備費 

 
390,000 

 
300,000 

C=A-B 
90,000 

 

40,000 
180,000 
100,000 
20,000 
40,000 
10,000 

0 
896,820 

12,000 
146,000 
90,000 
20,000 
12,000 
20,000 

0 
881,680 

28,000 
34,000 
10,000 

0 
28,000 

-10,000 
0 

15,140 

役員会会議室料・資料コピー代等 
役員交通費補助 
HP 運営費、事務用品代等 
封筒等印刷代 
葉書・振込手数料等 
関係団体渉外費、慶弔費 
被災地義援金 

70,000 
400,000 
50,900 

0 
150,000 

0 
0 

225,920 
0  

28,000 
430,000 
30,000 

0 
170,000 

0 
0 

223,680 
0 

42,000 
-30,000 
20,900 

0 
-20,000 

0 
0 

2,240 
0 

会場費・資料印刷代・葉書代等 
地域別教育懇談会を県内で開催 
資料印刷代・送料・懇親会代等 
ネット配信に変更 
新年会、交流イベント 
 
 
会費減額により 24 名に返金 
(減額返金は R8 年度が最終)  

1,839,697 1,661,473 178,224 令和８⇒９年度繰越金 

支 出 合 計 3,126,517 2,843,153 283,364   

収 支 合 計 0 0 0   



 

第５号議案 

令和８年度千葉県支部役員（案） 

 

 

役   職 氏      名 住      所 学年 備   考 

支部長 山 本 晴 士 流 山 市 Ｃ３ 本部理事兼任 

副支部長 戸 辺  均 流 山 市 Ｅ２ 本部オブザーバ- 

会計 石 橋 和 美 船 橋 市 Ａ卒  

幹事 増 田 浩 一 船 橋 市 Ａ卒  

スタッフ 福 嶌 崇 臣 流 山 市 Ｉ３  

スタッフ 堀 江 克 浩 山 武 郡 Ａ２  

スタッフ 椎 名 直 美 我 孫 子 市 Ｅ１  

会計監査 高 橋  誠 松 戸 市 Ｅ卒  

相 談 役 

(賛助会員) 

小 川 佳 文 富 津 市 Ｓ  

横 田 健 一 香 取 市 Ａ  

鶴 岡  み さ 子 野 田 市 Ｓ  

遠 藤 敏 子 流 山 市 Ｃ  

大 野 裕 一 船 橋 市 Ｍ  

山 北 麗 子 市 川 市 Ａ  

浅 野 聖 子 鎌 ヶ 谷 市 Ａ  

小 河 原  喜 三 代 松 戸 市 Ｍ  

福 田 千 恵 千 葉 市 Ｍ  

和 田 高 根 我 孫 子 市 Ｃ  

川 内 克 美 松 戸 市 Ｍ  

片 桐 永 至 埼 玉 県 さ い た ま 市 Ｅ  

小 林 一 雄 船 橋 市 Ｍ  

藤 林 一 美 習 志 野 市 Ａ  

堀  直 樹 柏 市 Ａ  

坂 本 典 子 船 橋 市 Ｍ  

酒 井 恵 司 船 橋 市 Ｍ  

蒲 生 良 隆 船 橋 市 Ａ  

和 田 弘 之 市 川 市 Ｃ  



日本工業大学後援会千葉県支部規約 
（名 称） 

第１条   本支部は日本工業大学後援会千葉県支部と称す。 

（所在地） 

第２条   本支部の事務所は支部長宅に置き、会計事務所は会計役員宅に置く。 

（目 的） 

第３条   本支部は日本工業大学後援会の目的と機能を高めることを目指し、併せて支部会員相互の

親睦を図ることを目的とする。 

（構 成） 

第４条   支部会員は次の者をもって構成する。 

      (1)  正会員  千葉県に在住する日本工業大学後援会会員 

      (2)  賛助会員 日本工業大学後援会ＯＢ会員で入会を希望する者 

（事 業） 

第５条   支部は次の事業を行う。 

      (1)  大学及び本部との連絡を密にし、かつ学生の教育指導の向上を図る。 

      (2)  支部会員相互の親睦を図る。 

      (3)  本部が行う事業の援助。 

      (4)  その他本支部の目的達成に必要な事業。 

    ２．支部は円滑な事業活動のためホームページを運営できるものとし、運営方法については別

に定める。 

（役員及び役員の選出） 

第６条   本支部は次の役員を置く。 

      (1)  支部長     １名 

      (2)  副支部長   若干名 

      (3)  幹事     若干名 

      (4)  会計    １～２名 

      (5)  会計監査  ２名以内 

      (6) 支部長は必要に応じ、前各号に既定する役員とは別に、役員を定めることができる。 

    ２．役員は、正会員より総会において選出する。 

（相談役） 

第７条   本支部に特に功労のあった者で、支部長が必要と認めた場合は相談役を委嘱することが出

来る。 

（役員の職務） 

第８条   役員の職務は次の通りとする。 

(1)  支部長は支部を代表し、会務を統理する。 

      (2)  副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。 

      (3)  幹事は支部長、副支部長を補佐し、会の運営について審議する。 

      (4)  会計は支部の経理を行う。 

      (5)  会計監査は会計及び会務を監査する。 

    ２．役員が職務を遂行する上で必要となる旅費については別に定める。 

（役員の任期） 

第９条   役員の任期は次の通りとする。 

(1)  １年とし、再任は妨げない。 

       (2)  現役員は前号の定めにかかわらず新役員の選出までその職務を執行する。 

（総会及び役員の招集） 

第１０条  支部総会（以下「総会」という）及び役員会は支部長がこれを招集し、その議長となる。 

（総 会） 

第１１条  総会は毎年１回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することが出来る。 

２．総会は、全会員の５分の１以上の出席をもって成立する。ただし、委任状、もしくは電

子投票（メール等）による委任を定足数として認める。また、総会出欠回答がない場合は

議長に一任したものとして定足数に加える。 

 

 

 



（役員会） 

第１２条  支部長は必要に応じて役員会を開催する。 

 

（会議の決議） 

第１３条  会議の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長がこれを決する。 

（会 計） 

第１４条   支部の経費は会費及びその他の収入によって支弁する。 

２．正会員の会費は年額２，０００円とする。４年分一括払いの場合は７，０００円とする。

但し、運営上の変更などが生じた場合、一時的なものは支部長判断で総会事後報告、恒久的

な変更は総会の決議により変更できる。 

３．賛助会員の会費は年額２，０００円とする。 

４．予算決算は総会の承認を得なければならない。 

５．支部の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

６．会費は、後援会入会後に年額単位で納付するものとし、４年分を一括で納付することが

できる。 

７．資格消失 

  会費納付者が、会員の資格を消失した場合の返金は行わない。 

 

（委 託） 

第１５条   支部の運営上、必要と認める事業に関して次の事項を考慮し、総会により予算を計上し承

認を得た後、その事業を委託できるものとする。 

(1)  セキュリティ対策について 

(2)  個人情報の適正な管理について 

(3)  情報の秘匿について 

(4)  その他、支部の円滑な運営上必要と認める業務 

（改 廃） 

第１６条  この規定は総会の決議を得なければ改廃することが出来ない。 

（支部長への委任） 

第１７条  この規定の実施について必要な事項は、支部長が別に定める。 

（被災支援） 

第１８条  千葉県の被災が激甚災害に指定された場合、学生の生活環境復旧を間接的に支援すること

を目的として、千葉県（災害対策本部）が設定する義援金の募集宛に義援金を寄付できるも

のとする。義援金の金額は、会員一人当たり 1,000 円を上限とし、支部の財政を鑑み支部長

が判断する。 

（慶弔金） 

第１９条  会員及び学生が死亡した場合、10,000 円の見舞金を支出できるものとする。 

     ２．支部役員の退任に際しては、3,000 円の記念品または相当額を贈呈し在職中の労をねぎ

らう。 

 ３．本部理事を退任する際の記念樹寄付金（１万円）について支部より補助する。 

 

 付 則 

    １．この規定は平成九年九月六日から適用する。 

    ２．平成１１年６月１３日一部改定 

    ３．平成２１年５月３０日一部改定 

    ４．平成２６年６月１４日一部改定 

    ５．平成２８年５月２８日一部改正 

６．令和２年９月２６日一部改正 

７．令和６年７月１３日一部改正 

８．令和７年７月１２日一部改正 

 


